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山口県医師会産業医研修会山口県医師会産業医研修会
と　き　令和 5 年 12 月 9 日（土）15：00 ～ 17：00と　き　令和 5 年 12 月 9 日（土）15：00 ～ 17：00

ところ　山口県総合保健会館２階　多目的ホールところ　山口県総合保健会館２階　多目的ホール

特別講演１
最近の労働衛生行政について

山口労働局労働基準部健康安全課長　梅本　賢治
　最近の労働衛生行政について、山口労働局労働
基準部健康安全課の梅本賢治 課長に講演いただ
いた。

「リスクアセスメント対象物健康診断」と、「リス
クアセスメント健康診断に関するガイドラインの
概要」について
　「リスクアセスメント対象物健康診断」は、自
律的な化学物質管理の一環として、事業者がリス
クアセスメントの結果に基づき、健康障害リスク
が高いと判断した労働者に対して、健康障害リス
クの程度・有害性の種類に応じた頻度で健康診断
を実施するもので、工学的措置や保護具でのばく
露の制御が不十分と判断される場合などに実施す
ることが望ましい。
　背景として、有害物質との接触、爆発、火災等
による休業 4 日以上の労働災害は、全国で年間
500 件程度発生している。そのうち、化学物質
による災害は、特別規則による個別規制の対象物
質による災害が 18.5％で、残りの 81.4％は、法

令による個別規制の対象外の物質によるもので
ある。そのため、従来の管理方法では対応しきれ
ないことが明らかとなり、これまでの物質ごとの
個別具体的な法規制に加えて、危険性・有害性が
確認された全ての物質を対象に「自律的」な管理
方法による新たな化学物質規制の制度が導入され
た。また、化学物質による労働災害の約半数は製
造業における災害であるが、建設業のほか、商業
や接客娯楽業などの第三次産業における災害も多
く発生している。
　こうしたことを背景として、多くの関係法令の
改正が行われ、リスクアセスメント対象物健康診
断に係る労働安全衛生規則の改正（図 1）もその
うちの一つである。

　化学物質管理に係る改正について、これまでは
特定の化学物質に対して特別則で個別具体的な規
制を行ってきたが、これからは、従来の特別則に
よる個別具体的な規制はそのままに、それ以外の
危険・有害性が確認された全ての物質に対して、
ばく露を最小限とし、国の濃度基準の定めがある
ものは、ばく露が濃度基準を下回るように、作業
環境の整備や保護具の適正使用などで対策を行う

図 1 図 2
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こととするが、化学物質の使い方は事業場によっ
てさまざまであることから、事業場によるリスク
アセスメントの結果等に基づき、事業場に合った
適切な形を事業者が適切に選択して実施すること
とされた。
　新たな化学物質規制については、主に令和 5
年 4 月から開始しており、化学物質規制の改正
に係る一連の改正項目は図 2 のとおりだが、令
和 5 年 4 月 1 日と、令和 6 年 4 月 1 日に施行さ
れたものがある。

「リスクアセスメント等に基づく健康診断実施、
記録作成等」について
　有機溶剤や特化物、鉛などの特別規則の対象物
質に対する健康診断については、現行及び令和 6
年 4 月からの新しい仕組みにおいても、「常時作
業に従事する全ての労働者」に対して「6 月ごと」
に「各規則で定められた検診項目」について実施
義務があることについて変更はない（図 3）。
　しかし、これまでは特別規則の対象物質以外
は健康診断の実施義務はなかったが、令和 6 年 4
月からは、リスクアセスメント対象物を製造又は
取扱う業務に従事する労働者に対し、健康診断の
実施が必要と事業者が判断した場合、実施するこ
とになる。
　注意が必要なことは、リスクアセスメント健診
は特別規則に基づき実施する特殊健康診断とは、
下記の点で少し性格が違うものである。
対象
　特殊健診は従事する労働者に一律に実施する
が、リスクアセスメント健康診断はばく露による

健康障害リスクが許容できないと判断された労働
者に行うもので、全ての労働者に一律に行うもの
ではない。
実施頻度
　特殊健診は「6 月ごと」と決まっているが、リ
スクアセスメント健診はリスクの程度や有害性
の種類に応じた頻度で実施する。ガイドラインの
中で設定例が示してあり、基本的な考え方として
は、リスクに応じて事業者が判断する。なお、対
象物の中には濃度基準値が設定されている物質が
あり、この物質は基準値を超えてばく露したおそ
れがあることが分かった時点で速やかに実施すべ
きものとなる。
検査項目
　特殊健診は各規則で検査項目が定められてお
り、リスクアセスメント健診は医師等が必要と認
める項目について実施する。

　今回策定されたガイドラインは、労働安全衛生
規則（以下、「安衛則」）第 577 条の 2 第 3 項と
第 4 項に規定するリスクアセスメント対象物健
康診断について、事業者、労働者、産業医、健康
診断実施機関と健康診断の実施に関わる医師又は
歯科医師に、その趣旨・目的を正しく理解し、適
切な実施が図られるよう基本的な考え方と留意点
を示したものである。ガイドライン策定の元とな
る安衛則第 577 条の 2 の第 3 項及び同第 4 項の
条文の原文は、図 4 の「関係条文」として示し
たもののとおりである。
　第 3 項に基づく健診、いわゆる「第 3 項健診」
は、有機溶剤中毒予防規則第 29 条に基づく特殊

図 3 図 4
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健康診断等のように、特定の業務に常時従事する
労働者に対して一律に健康診断を求めるものでは
なく、リスクアセスメントの結果から化学物質の
ばく露による健康障害発生リスクが高いと判断さ
れた労働者について、医師などが必要と認める項
目に関して健康障害発生リスクの程度と有害性の
種類に応じた頻度で実施する。
　第 3 項健診の実施の要否の判断については、
当該化学物質の有害性及びその程度、ばく露の程
度や取扱量、労働者のばく露履歴、作業の負荷の
程度、工学的措置の実施状況、呼吸用保護具の使
用状況などを勘案して、図 5 の①から④のいず
れかに該当する場合は健康診断を実施することが
望ましい。
　従来の特殊健診は当該業務に従事する労働者へ
一律に行い、リスクアセスメント健診は個別にリ
スクを評価して行う。なお、ガイドラインでは、「個
人ごとに健康診断の実施の要否を判断することが
原則であるが、同様の作業を行っている労働者に
ついてはまとめて評価・判断することも可能であ
る」とされている。
　検査項目は、対象物質の有害性情報に基づき医
師等が決定する。

　第 4 項に基づく健診、いわゆる「第 4 項健診」は、
濃度基準値の定められた物質を製造・取扱う労働
者が、何らかの異常事態などによって、濃度基準
値を超えてばく露したおそれがあると判明した時
に、速やかに健診を実施する。この健診は急性症
状等に対する治療のための検査とは別のものであ
る。

　第 4 項健診の実施の要否の判断については、
呼吸域（労働者が使用する呼吸用保護具の外側
の両耳を結んだ直線の中央を中心とした、半径
30cm の顔の前方に広がった半球の内側）の濃度
が濃度基準値を超えており、工学的措置の実施又
は呼吸用保護具の使用などの対策を講じる必要が
あるにも関わらず、図 6 の①から④に該当する
ことが判明した場合などや、漏洩事故などによっ
て濃度基準値がある物質に大量にばく露した場合
に、速やかに実施する必要がある。
　検査項目は、対象物質の有害性情報に基づき医
師等が決定する。
　必要な場合に必要なリスクアセスメント対象物
健康診断を実施することは重要であるが、本来は、
いかにしてばく露を抑えて健康診断を不要とする
か、ということのほうが大事である。つまり、ば
く露防止対策が不十分なままで、その対処方法と
してリスクアセスメント対象物健康診断を実施し
て不十分な点をカバーするという考えは適切では
なく、ばく露を抑えて健康診断を不要とすること
の方が大事である。

　リスクアセスメント対象物健康診断実施の流れ
は、事業者がリスクアセスメントを行う又は過去
に行ったリスクアセスメント結果を活用して、事
業者が健康障害リスクを評価して、必要に応じ
て産業医や健診機関の医師に助言を求めるなどし
て、事業者において健康診断の要否の判断を行う。
　健康障害リスクが許容範囲内と判断した場合
は、健康診断は不要となる。その場合は、必要に
応じて一般定期健康診断でフォローするよう、当

図 5 図 6
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該労働者の化学物質の取扱い状況の情報を定期健
診を実施する医師に提供することが望ましい。
　健康障害リスクが許容できないと判断された場
合は、健診実施が必要となる。この時点で健診実
施義務が生じるので、検査項目について産業医や
健診実施機関の医師に検査項目の検討を依頼して
検査項目を選定する。そして、健康診断を実施し
た後、健康診断を継続的に実施する必要があるか
どうか、継続して実施する場合には次回健診の実
施時期などについて、産業医等の意見を踏まえて
設定する。
　なお、特別則によって特殊健康診断の実施が
義務付けられている物質や、安衛則第 48 条で歯
科医師による健康診断の実施が義務付けられてい
るものについては、それらに基づいて健康診断を
実施し、リスクアセスメント健診を重ねて実施す
る必要はない。

健康診断の要否の判断
　目安については、図 7 のとおりである。
　まずは「濃度基準値あり」「濃度基準値なし」、
そして「不浸透性の保護手袋等を適切に使用せず、
皮膚吸収性有機物質又は皮膚刺激性有害物質に直
接触れる作業を実施した場合」の 3 群に大きく
分けられる。
　濃度基準値の有無にかかわらず、当該業務にお
いて、工学的措置又は適切な保護具の適正使用に
よって、ばく露濃度が基準値以下となっている場
合は「健診不要」の判断となる。
　「濃度基準値あり」で、呼吸域の濃度が基準値
を超える場合で、工学的措置又は保護具の使用が
不適切な場合は健康障害発生リスクが許容範囲を
超えるため、健診実施義務が生じる。
　「濃度基準値あり」で、呼吸域の濃度が基準値
範囲内であって、呼吸域の濃度が努力義務の濃度
基準を満たしていない場合、濃度基準値は８時間
平均などによるので基準値の範囲内ではあるもの
の、実際の現場では波があるため時に高いピーク
があり、ピーク時のみ濃度基準を超えるような場
合には、事業者において、リスクアセスメントの
結果に基づき、必要に応じて産業医や健診機関の
医師等に助言を求めるなどした上で、健診の要否
を判断する。

　次に健康診断の要否の判断にあたって留意すべ
き事項として、図 7 の表で「健診推奨」のものは、
該当化学物質の有害性及び程度、ばく露の程度や
取扱量、労働者のばく露履歴（作業期間、作業頻
度、ばく露時間）、作業負荷の程度、工学的措置（局
所排気装置等）の実施状況、呼吸用保護具の使用
状況、取扱方法などの状況を勘案して、労働者の
健康障害発生リスクを評価し、該当労働者の健康
障害発生リスクが許容できる範囲を超えるか否か
を検討し、健診の実施を判断する。
　健康診断の要否を判断するタイミングは、安衛
則第 577 条の２の第 11 項で、リスクアセスメン
ト対象物に対する措置状況などの記録を 1 年以
内ごとに１回、定期的に作成することが求められ
ており、そのタイミングでリスクアセスメント対
象物健康診断の実施の要否を判断することが望ま
しい。
　健康診断の要否について検討するにあたって
は、産業医を選任している事業場では産業医へ相
談、産業医の選任義務のない小規模事業場では産
業保健総合支援センターへ相談することができ
る。なお、産業保健総合支援センターでは、個別
の物質についての対応までは回答できないが、考
え方について説明していただくことは可能であ
る。

検査項目の選定
　基本的な留意事項としては、①特殊健診と同
じようにスクリーニング検査として実施する検査
と、確定診断等を目的とした検査との違いを認識
し、リスクアセスメント対象物健診としては、ス

図 7
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クリーニング検査として必要と考えられる検査項
目を実施すること。②労働者に過度な侵襲となる
検査項目や事業者に過度な経済的負担を強いる検
査項目は、その有用性を考えて慎重に判断すべき
である。
　検査項目の選定方法については、（1）基本的
な検査項目（いわゆる「第３項健診」）では、特
殊健診と同様に、業務歴調査や作業条件の簡易調
査、自他覚症状の検査等がある。さらに、必要と
判断される場合には、化学物質の標的となる臓器、
標的とする健康影響に関するスクリーニング検査
を設定する。（2）濃度基準値を超えてばく露し
たおそれがある場合の検査項目（いわゆる「第４
項健診」）では、
ア）「八時間濃度基準値」を超えてばく露した場

合で急性の健康影響が発生している可能性が低
いと考えられる場合。

イ）「短時間濃度基準値（天井値を含む。）」を超
えてばく露した場合。

について、それぞれガイドラインで示されている。
（3）スクリーニングとしての歯科領域の検査項
目は、歯科医師による問診及び歯牙・口腔内の視
診としている。
　検査項目を設定するときは、濃度基準値の根拠
となった一次文献等における有害性情報や、SDS

（安全データシート）に記載された GHS 分類（世
界的に統一された基準に従った分類、図 8）に基
づく有害性区分及び有害性情報を参照いただきた
い。そして、次のア）からオ）に留意する必要が
ある。
ア）数十分で即中毒になる「急性毒性」は健康診

断になじまないため、検査項目の設定は、皮膚
腐食性／刺激性、眼に対する重篤な損傷性／眼
刺激性、呼吸感作性、皮膚感作性、特定標的臓
器毒性（単回ばく露）を参照する。

イ）「生殖細胞変異原性及び誤えん有害性」は検
査対象から除外する。

ウ）「発がん性」はエビデンスが十分でないがん
種は除外する。

エ）「生殖毒性」は職業ばく露の健康影響を確認
するためのスクリーニング検査としての検査方
法が確立されていないことから、一般的には推
奨されないが、どうしても必要となる場合には、
業務と直接関係のないプライバシーに関わる部
分があるため、労使で十分に話し合う必要があ
る。

オ）「歯科領域」については、クロルスルホン酸、
三臭化ほう素、5,5- ジフェニル -2,4- イミダゾ
リジンジオン、臭化水素及び発煙硫酸の５物質
を対象とし、検査項目の設定は歯牙及び歯肉を
含む支持組織への影響を考慮する。

　SDS（安全データシート）の参考例として、厚
労省のホームページ「職場のあんぜんサイト」か
ら引用して示す（図 9）。SDS（安全データシート）
の「２. 危険有害性の要約」の中の「健康に対す
る有害性」の部分に前述の有害性の区分が載って
いる。この部分から、どんな毒性があるのかがわ
かるようになっており、「11. 有害性情報」にさ
らに詳細な情報についての記載がある。

図 8 図 9
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リスクアセスメント健康診断の実施頻度の設定方
法（参考として）
①急性の健康障害発生リスクについては、６月以

内に 1 回が良い。
②がんについては、1 年以内ごとに 1 回、健診を

行う。ばく露対策の実施によってリスクが許容
範囲内に改善した場合でも、産業医等の意見を
踏まえて必要な期間、継続的に実施することを
検討することが必要である。

③上記①・②以外のものについては、3 年以内ご
とに 1 回を推奨している。

　あくまで推奨設定例であり、このようにしなけ
ればならないということではない。
　なお、濃度基準値を超えてばく露したことがわ
かったもの（いわゆる第 4 項健診）については、
判明した時点で速やかに実施する必要がある。

　配置前・配置転換後の健康診断について、リス
クアセスメント対象物を取扱う作業を新たに行う
にあたり、特殊健診などのように配置前に行う健
康診断については、ガイドラインにおいて、「リ
スクアセスメント対象物健康診断には、配置前の
健康診断は含まれていないが、配置前の健康状態
を把握しておくことが有意義であることから、一
般健康診断で実施している自他覚症状の有無の
検査等により健康状態を把握する方法が考えられ
る」としており、雇入れの際や当該業務に配置替
えの際の実施義務までは課していない。

　リスクアセスメント対象物以外の化学物質を
製造又は取扱う場合や、対象物に係るリスクアセ
スメントの結果、健康障害リスクが許容範囲内と
判断された労働者については、健康診断の対象と
はならないが、定期健康診断における業務歴の調
査や自他覚症状の有無の検査において、化学物質
による所見の有無について留意することが望まし
い。業務による健康影響が疑われた場合には、早
期の医師への受診やリスクアセスメントの再実
施、及びその結果に応じてリスクアセスメント健
診実施の検討が推奨される。こうしたことが適切
に行われるためにも、定期健康診断を実施する医
師等に対しても労働者の化学物質の取扱状況につ
いて情報提供することが望ましい。オルト－トル

イジンや MOCA による膀胱がん事案など、化学
物質等による重大な遅発性の職業性疾病も後を絶
たない状況にあることから、同様の作業を行う労
働者ごとに自他覚症状を集団的に評価等すること
も、異常の早期発見の手段の一つと考えられる。

　リスクアセスメント健康診断の費用負担につい
ては、実施義務は労働者を雇用する事業者にある
ため、定期健康診断や特殊健康診断と同様にその
費用は事業者が負担する。派遣労働者については、
派遣先事業者にその実施義務があることから、派
遣先の事業者が負担する。健康診断の受診に要す
る時間の賃金については、定期健康診断の場合は
特段定めはないものの、就業時間内に受診するこ
とが多く、実質的には事業者が負担する形になっ
ていることが多いと思われるが、リスクアセス
メント健康診断については、特殊健康診断同様、
その業務により健康障害リスクが発生するおそれ
があるため実施するものであることから、特殊健
康診断の受診に要する時間と同様に、労働時間と
して取扱い、賃金支払義務が発生する。

労働安全衛生法令改正について
　労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制の
改正・施行スケジュールについて、リスクアセス
メント健康診断の他に、令和 6 年 4 月から施行
されるものなどを中心に説明する。
安衛則第 577 条の 2、第 577 条の 3 関係
　令和 5 年 4 月の改正で、リスクアセスメント
対象物に係るばく露低減措置について、１. 代替
物の使用、２. 発散減を密閉する設備の設置や局
所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、
３. 作業方法の改善、４. 有効な呼吸用保護具の使
用などにより、労働者がばく露する程度を最小限
度にしなければならない、との規定が設けられた。
さらに、令和６年４月からは、厚生労働大臣が定
める「濃度基準値設定物質」については、屋内作
業場で労働者がばく露される程度を濃度基準値以
下にしなければならないとされた。
　１年以内ごとに１回、定期的に当該ばく露低減
措置の内容と労働者のばく露状況を、労働者に意
見を聞く機会を設けた上で、その記録を作成し、
３年間保存することが義務付けられる。ただし、
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がん原性のある物質として厚生労働大臣が定める
ものは 30 年間保存することが必要となる。また、
ばく露低減措置の内容及び当該措置内容に関する
関係労働者からの意見の聴取状況について、当該
リスクアセスメント対象物を製造又は取扱う業務
に従事する労働者に対して周知しなければならな
い。
　化学物質による休業 4 日以上の業務上災害と
しての健康障害事案は、年間 400 件ほどで推移
しているが、この健康障害事案の半数以上が「皮
膚障害」であり、吸入、経口ばく露による障害事
案の約 4 倍となっている。そのため、健康障害
を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造
又は取扱う業務に従事する労働者に対しては、「保
護メガネ」「不浸透性の保護衣」「保護手袋」又は

「履物」等適切な保護具を使用させなければなら
ない。令和 5 年 4 月 1 以降は努力義務だったが、
令和 6 年 4 月 1 日以降は義務化された。
衛生委員会における付議事項の追加
　従来の衛生委員会の付議事項に、以下①から④
の事項が追加された。
①労働者が化学物質にばく露される程度を最小限

にするために講ずる措置に関すること。
②濃度基準の設定物質について、労働者がばく露

される程度を濃度基準値以下とするために講ず
る措置に関すること。

③リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自
ら選択して講ずるばく露低減措置等の一環とし
て実施した健康診断の結果とその結果に基づき
講ずる措置に関すること。

④濃度基準の設定物質について、労働者が濃度基
準値を超えてばく露したおそれがあるときに実
施した健康診断の結果とその結果に基づき講ず
る措置に関すること。

化学物質管理者の選任の義務化
　リスクアセスメント対象物を製造又は取扱う事
業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質
の管理に係る事項を管理させなければならない。
なお一般消費者向けの製品のみを取扱う事業場は
対象外である。
　リスクアセスメント対象物を製造している事業
場は、専門的講習の修了者又はこれと同等以上の
能力を有すると認められる者のうちから選任する

必要がある。実務上は専門的講習の受講者から選
任することを想定している。
　リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の
事業場（製造することなく取扱う事業場）につい
ては、選任に際して資格要件の定めはないが、化
学物質管理に関する一定の知識は必要であるた
め、専門的講習の受講を推奨するほか、専門的講
習から半分程度に時間を短縮した「専門的講習
に準ずる講習」を実施している講習機関もあるの
で、そうした講習の修了者から選任をお願いして
いる。
保護具着用管理責任者の選任の義務化
　リスクアセスメント結果に基づき、労働者に保
護具を使用させる事業場では、「保護具着用管理
責任者」 を選任し、有効な保護具の選択、使用状
況の管理等に関わる業務に従事させることが義務
付けられる。
　事業者は、保護具着用管理責任者を選任すべき
事由が発生した日から 14 日以内に選任し、選任
したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を
事業場の見やすい箇所に掲示すること等により、
関係労働者に周知させなければならない（安衛則
第 12 条の 6 第 1 項）。
　保護具着用管理責任者は、保護具に関する一定
の知識及び経験を有すると認められる者のうちか
ら選任することが定められている（令和４年５月
31 日付け基発 0531 第 9 号通達）。
　保護具着用管理責任者の職務は、有効な保護具
の選択と使用状況の管理、そして保護具の保守管
理などが定められているが、防じんマスクと防毒
マスクに関しては平成 17 年 2 月に、化学防護手
袋については平成 29 年に、それぞれ通達が示さ
れているので、それらに基づいて対応することと
なる（安衛則第 12 条の 6 第 2 項）。
雇入れ時教育の拡充
　労働安全衛生法では、雇用形態や国籍にかかわ
らず、すべての労働者について、雇い入れ時や作
業内容変更時に安全衛生教育を行うよう、事業者
に義務を課している。現行の制度では、林業・鉱業・
建設業や製造業など、特定の業種以外の業種につ
いては、教育項目の一部を省略することが可能で
あったが、令和 6 年 4 月 1 日以降は省略規定が
廃止され、すべての業種の事業場において全項目
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の教育が必要となる。すなわち、危険性・有害性
のある化学物質を取扱うすべての事業場で、それ
ら取扱う物質の危険・有害性や作業手順について
教育を実施しなければならない。
　厚労省「職場のあんぜんサイト」に教育教材が
掲載されているので、参考にしていただきたい。
作業環境測定が第三管理区分の事業場に対する措
置の強化
　この改正は、特化則、有機則、鉛則、粉じん
則に基づき実施される作業環境測定の結果、第三
管理区分に区分された場所について改善を図るた
め、事業者に義務付けられたものである。
　「第三管理区分」とは、空気中の有機溶剤等の
濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管
理が適切でないと判断される状態のことである。
　これまでは、作業環境測定の結果、第三管理区
分と評価された場合、設備や作業工程・作業方法
の点検や改善措置を講じた上で、再測定・再評価
をするよう法令で規定されていたが、令和 6 年 4
月からは追加の措置として、それでもなお改善で
きずに第三管理区分となった場合に、外部の作業
環境管理専門家の意見聴取から始まる対応が求め
られる。
　措置義務の内容は、①当該事業場に属さない外
部の作業環境管理専門家の意見を聴くこと。これ
は、局所排気装置等の設置等が技術的に困難な場
合があることから、改善措置について、要件を満
たす高度な知見を有する専門家の視点により意見
を求め、改善の取組等を図る趣旨である。②専門
家の意見を聞いて改善可能な場合は改善措置を実
施し、再測定・再評価する。その結果、期待した

改善ができず、なお第三管理区分であった場合や、
そもそも専門家の意見聴取をした段階で改善困難
と判断した場合には、呼吸用保護具によるばく露
防止対策の徹底が義務付けられる。
　具体的には、労働者の身体に装着する試料採取
器等を用いて行う個人サンプリング法や個人ばく
露測定等による測定を行い、有効な呼吸用保護具
を選定して労働者に使用させること、呼吸用保護
具の適切な装着について確認することなどが義務
付けられる。
　作業場所の作業環境が第三管理区分のままと
なっている間は、6 月以内ごとに 1 回、定期に、
個人サンプリング測定等による濃度測定を行い、
労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるとと
もに、1 年以内ごとに 1 回、定期に、呼吸用保護
具が適切に装着されているか確認を行う必要があ
る。
　特別規則ごとの濃度の測定や測定対象物質など
は図 10 のとおりである。

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の
型式検定の対象機械への追加
　これまで、電動ファン付きの呼吸用保護具とし
ては、平成 26 年に防じん用のみが定められてい
たが、この度、法令改正により令和 5 年 10 月１
日から防毒機能を有するものも型式検定等の対象
に追加された。
　これは、近年防毒用の電動ファン付きマスクが
開発され、JIS 規格に基づく製品が流通し始めて
いることから、法規制の枠外にあったものに必要
な規定を整備するため、改正された。マスクは主

図 11図 10
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に電動ファン、吸収缶、面体から構成されており、
図 11 にあるように、面体形のものとルーズフィッ
ト形のものとに大きく分かれる。主流となってい
るのは左側の面体形のもので、鼻と口を覆う半面
形のものと、顔全体を覆う全面形のものがある。
　従来からある電動ファンなしのマスクは面体内
が陰圧になるのに対し、電動ファン付きマスクは
電動ファンにより送気されて面体内が陽圧になる
ため、面体内に有害物質が侵入しにくく、かつ、
呼吸が容易となり作業者の負担が少なくなる。
　改正のポイントは下記４点である。
１. 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護

具を型式検定及び譲渡等制限を受けるべき機械
に追加したこと。

２.「ハロゲンガス用」「有機ガス用」「アンモニ
ア用」「亜硫酸ガス用」の 4 つを規定したこと。

３. これまで「電動ファン付き呼吸用保護具」の
構造規格には防じん用のマスクのみが定められ
ていたが、「防毒用のマスクを含む」と改正され、
政省令についても名称変更等の整理がされたこ
と。

４. 有機溶剤中毒予防規則等を改正し、「防毒マス
ク」の使用を義務付けた規定に「防毒用の電動
ファン付きマスク」を追加したこと。

　令和 5 年 10 月 1 日以降に使用等する防毒用電
動ファン付きマスクは原則、型式検定に合格して
いる必要がある。ただし経過措置として、型式検
定に合格していない防毒用の電動ファン付きマス
クは、猶予期間付きで法規制の枠内に入れること
とし、具体的には令和 6 年 10 月 1 日より前に製
造等された（型式検定に合格していない）防毒用

の電動ファン付きマスクは、現時点での使用は可
能だが、令和 8 年 10 月 1 日以降は使用できなく
なる。

職場の化学物質管理に関する相談窓口、化学物質
のリスクアセスメント実施に係る支援等
　新たな化学物質規制についての相談窓口や支援
ツール等については図 12、13 のとおりで、これ
らの資料等については、厚生労働省のホームペー
ジから入手可能である。
　また、化学物質の SDS やリスクアセスメント
の実施方法などに関して、電話やメールによる相
談や、専門家によるリスクアセスメントの訪問支
援について、令和５年度に相談窓口が設けられた。
　化学物質リスクアセスメントに関する情報や支
援ツール等については、図 14 に示すホームペー
ジに各種情報が掲載されているので、必要に応じ
て参考にしていただきたい。
　最後に、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則
において、産業医の職務は下記 11 の事項で医学
に関する専門的知識を必要とするものと規定され

図 12

図 13 図 14
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ている。
1．健康診断の実施、結果に基づく措置
2．長時間労働者に対する面接指導、結果に基づ

く措置
3．ストレスチェックの実施、高ストレス者に対

する面接指導
4．作業環境の維持管理
5．作業の管理
6．その他労働者の健康相談に関すること
7．健康教育、健康相談その他の健康保持増進措置
8．衛生教育
9．労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止

措置
10. 職場巡視（月 1 回以上）
11. 衛生委員会への出席（月 1 回以上）

　働き方改革関連法により、関係法令の改正が行
われ、2019 年４月１日から、産業医の活動環境
の整備として、「産業医の独立性・中立性の強化」

「産業医への権限・情報提供の充実・強化」「産業
医の活動と衛生委員会等との関係の強化」が図ら
れたほか、健康相談の体制整備、健康情報の適正
な取扱い、また、長時間労働者に対する面接指導
等が強化された。
　情報通信機器を用いた産業医の職務に関する通
達も発出されており、医師の判断によっては直接
面接できることなどを前提として、面接指導をリ
モートで実施することを可能としたものや、衛生
委員会へのリモートによる出席を認めた通達など
が、令和 2 年に発出されている。また、職場巡
視などについては、一定の要件のもと、「2 か月
に 1 回以上」に緩和されるものもある。
　以上、ぜひ今後の産業医活動にお役立ていただ
きたい。

特別講演 2
職場における喫煙防止教育
～山口県・医師会・日本呼吸器学会の取り組み～

　山口大学大学院医学系研究科
呼吸器・感染症内科学講座教授　松永　和人

　最近のわが国のトレンドについて、山口大学
大学院医学系研究科呼吸器・感染症内科学講座の
松永和人 教授に講演いただいた。

山口県・山口県医師会の喫煙防止教育
　2019 年 10 月に山口県たばこ対策ガイドライン

（第 3 次）が公表された。この中には、「たばこ対
策の必要性」として、①能動喫煙の害、②受動喫
煙の害、③死亡リスクの周知・啓蒙、④子ども、
患者を守るという子どもの目線で家庭内・歩行喫
煙の回避、これらを達成することにより、⑤たば
こによる害のない山口県を作る、という必要性が
示されている。

　ガイドライン見直しの背景を振りかえると、
2000 年に健康やまぐち 21 が策定され、その中
で、山口県の目標として、たばこ対策は県民の健
康に関する重要な課題という認識がもたれ、さま
ざまな取組みが進められてた。2006 年には山口
県たばこ対策ガイドラインの初版が策定された。
そのころの基本戦略は現在と違い、「分煙」「防
煙」「禁煙支援」が柱であった。その後、厚労省
から受動喫煙防止対策についての通知が出され、
2011 年には山口県たばこ対策ガイドラインが改
定され、その中では「受動喫煙の防止」「喫煙防止」

「禁煙支援」が三本柱となっている。2018 年 7
月に健康増進法が改正され、「なくそう！望まな
い受動喫煙」が定められ、厚労省により「けむい
モン」のイラストも作成され、2020 年 4 月から
施行された。
　国からの答申の決定が 2018 年 7 月であった
が、その 3 か月後には、山口県議会から「受動
喫煙防止のための取組の推進に関する条例」が
公表された。「わたしたちの責務と役割」で県民、
事業者・施設管理者、県、それぞれの責務と役割
が明記されており、全体でネットワークを作って
取り組んでくという内容の条例である。

　第 3 次ガイドラインの改訂ポイントをまとめ
ると、体系図（図 1）のとおり、三本柱は第 2 次
から変わらず、「受動喫煙の防止」「喫煙防止」「禁
煙支援」であり、目標の「たばこによる害のない
社会の実現」も一緒である。ただし、「加熱式タ
バコもガイドラインの対象」として含まれた。そ
して、基盤整備は大きく変わり、「普及啓発」に
加えて、禁煙教育を職場又は教育現場において
より充実させることを目標として、「教育」が追
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加された。また、前回「人材育成」とされていた
部分は、条例にあったように県民、行政、自治体
が協力してこの活動を進めていくということで、

「ネットワークづくり」という文言に変わってい
る。

最近の山口県の状況
　山口県は男女ともに全国と比較して喫煙率は低
い。しかし、平成 22 年から 27 年のデータの変
化をみると、低下率が横ばいである。このような
動向には今後注意していく必要がある。また、妊
婦の喫煙率に関しては山口県のデータでは、低下
傾向にある（図 2）。
　次に企業や施設におけるたばこ対策の状況をみ
ると、受動喫煙の防止が近年盛り込まれ、国の動
きに伴い、たばこ対策の取組み状況は平成 30 年
度で 93.7％の事業所で行われており、以前より
進んできている。しかし、平成 26 年、29 年の
いずれも飲食店では受動喫煙の割合が高く、低下
率も鈍い。私たちが、こういった国全体の取組み
を理解しながら、受動喫煙を減らす取組みを行う
事業所等に理解を示し、協力することがさらに求
められる。

山口県医師会の活動
　山口県医師会は、2017 年に山口県医師会禁煙
宣言を発表している（図 3）。喫煙は喫煙者本人
の健康を害するのみならず、受動喫煙は非喫煙者
に、そして妊婦の喫煙は胎児に多大な健康影響を
与えるため、啓発活動や教育活動を関連団体と協

力して進めていくことを力強く宣言している。
　山口県医師会には禁煙推進委員会がある。私
も参加させていただいているが、禁煙推進委員会
が作成している小児用と大人用の禁煙教育スライ
ドがある。山口県医師会のホームページでダウン
ロードでき、事業所等の禁煙教育に活用できる。
なお、時間に合わせて不要なスライドを除くなど、
調整が可能であるので、ぜひご利用いただきたい。
　大人用のスライドでは、たばこの煙は周りの家
族にも影響を与えるということを詳しく説明して
いる。また、各事業所で禁煙教育を担当する職員
が禁煙に取組む際に、相談を受けるケースもある。
そういう時に、「初めてなので心配」や「何度も
失敗していて自信がない」、「体重が増えるのでは
ないか」など、比較的よく相談がある質問事項に
対する回答例を示しており、活用しやすいスライ
ドになっている。
　小児用は主に学校現場での使用、特に小学校か
ら中学校までを意識した内容になっている。たば
こはどうしてやめられないのか、たばこの主流煙
と副流煙のどちらが危険なのか、クイズ形式で答
えられ、楽しく禁煙について学べるようになって
いる。また、たばこを吸わないメリットとして、
たばこ代が浮いて 1 年間で約 15 万円貯金できる、
たばこの火で火事にならなくて済む、たばこを吸
うことはかっこよくない、吸わない方がかっこい
いといったことを挙げている。
　県医師会報に禁煙推進委員会だよりが掲載され
ており、山口県内の小中学校における喫煙防止教
育の状況が報告されている。本会報令和 4 年 11

図 1 図 2
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月号の 745 頁には、禁煙推進委員会のメンバー
である防府市健康推進課の原田陽子さんが、防府
市の喫煙の現状を令和元年度にまとめている。年
代別喫煙者の割合は、男性女性とも 20 ～ 30 代
の若い方が多いことが改めて確認できるだけでな
く、将来タバコを吸いたいと答えた子どもたちが、
小学生、中学生、高校生と学年が上がるにしたがっ
て半分程度、減少している点が非常に重要なデー
タである。つまり禁煙教育を実施することによっ
て、また、子どもたちが現在の世の中の考え方、
トレンドを理解できような年齢になると、たばこ
に関して少しずつ考えが深くなるので、禁煙教育
が重要である。
　一方、本会報令和 4 年 6 月号の 368 ～ 370 頁
には、河村一郎 常任理事が令和４年１月に県内
の小中学校に、県医師会からアンケートを行い、
喫煙防止教育を行っている学校の割合を調べた
結果があり、234 校中 100 校で 43% という結果
であった。人口規模の大きい市町では 40 ～ 50%
程度といった状況なので、まだまだ教育現場の喫
煙防止教育を活発に進める必要がある。

　ちなみに私は山口大学で１年生の講義をしてい
るが、１年生は大学に入ってすぐであり、もうす
ぐタバコを吸い始める年齢ということで、タバコ
は、昔は大人の嗜好品、ファッションであるとい
うような捉え方をしていたが、大人が喫煙ブース
に閉じ込められている写真（図 4）を示して、今
では喫煙・煙草に関する捉え方が変わっており、
むしろ格好悪いものだということを伝えている。

　日本医師会の禁煙推進サイトに掲載されている
『BMJ』という雑誌に、たばこを吸い始めると寿
命と健康寿命が短縮するというデータが示されて
いる。20 歳より前に喫煙を始めると、男性では
8 年、女性は 10 年寿命が短縮する（図 5）。以前
に比べると日本医師会も踏み込んだ形で喫煙防止
に関して訴えを強化していると感じる。
　このように全国の禁煙活動をしているさまざま
な組織と連携して、山口県も今後も絶えることな
く喫煙防止教育を推進していく必要がある。

日本呼吸器学会の取り組み
　健康日本 21 の第 2 次では、COPD というたば
こが原因となる呼吸器疾患が 4 つ目の対策必要
疾患として取り扱われてきた。2024 年 4 月から
始まる健康日本 21 第 3 次では、従前と次元の違
う、高い目標が設定されているので、紹介する。
また、その目標に向けた対策として、厚労省と日
本呼吸器学会が立ち上げた「木洩れ陽 2032」と
いうプロジェクトを紹介する。

　COPD はたばこによる肺の生活習慣病である。
その定義は、たばこ煙を主とするさまざまな有害
物質を長期に吸入、ばく露することなどによって
生じる肺疾患であり、呼吸機能検査で気流閉塞を
示す。臨床的には徐々に進行する労作時の呼吸困
難や息切れ、慢性の咳・痰を示すが、これらの症
状が必ずしもすべての患者さんに顕在化するわけ
ではない。
　たばこの煙で従来から肺気腫と言われているよ

図 3 図 4
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うな肺胞隔壁の破壊が起こると、弾性張力が低下
して、気道は虚脱、つぶれやすくなる。それだけ
ではなく、気道の内腔の方には以前、慢性気管支
炎と言われた炎症性粘膜の腫れや粘液分泌などで
内腔がさらに狭くなっていく。このようなメカニ
ズムで、COPD は労作時の息切れや咳・痰のよう
な症状を示してくる。図 6 のとおり、人類の呼吸
機能はだれでも年齢が高くなると低下していく。
昔は老人肺と言われたりしたが、加齢とともにそ
の細胞のアポトーシスなどで肺は弾力性を維持す
ることが難しくなっていく。加齢だけでも落ちて
いくが、COPD はより早く呼吸機能が低下してい
く。さらに、COPD の呼吸機能の経年低下のカー
ブは、上がり下がりを繰り返す。これは COPD は、
喘息の発作のように増悪がウイルス感染等をきっ
かけに起こる。その後、少し改善するが、元の状
態までは戻らない、ということを繰り返しながら
呼吸器の機能を失っていく。そしてやがて、日常
生活の障害フレイルが発生していく。
　日本人の COPD 患者の死亡年齢は 70% 以上が
80 歳以上であるので、決して寿命が著しく短縮
する病気ではない。しかしながら、25 年～ 30
年間日常生活が障害されるので、まさに健康寿命
を短縮する疾患である。
　ガイドラインの管理目標は、まずは①症状及び
QOL を改善して、②身体活動性、日常生活の活
動レベルを高め、維持するという現状の改善、そ
れから③増悪を予防して④疾患進行を抑制するこ
とで健康寿命の延長を目指す。このような健康寿
命の延長と改善が、今学会が目指しているところ

であるが、そもそも平均寿命や健康寿命を失うリ
スクはたくさんある。2022 年に発表されたデー
タを見ると、死亡リスクも健康寿命を失うリスク
も一緒で、「高血圧」「喫煙」「高血糖」である（図 7）。
喫煙に関しては死亡リスクとしては第 2 位、そ
して健康寿命を失うリスクとしては一番影響が高
い。
　わが国の COPD 亡者数の推移をみると、右肩
上がりで増加している。過去 2 年では減少して
いるが、これは新型コロナウイルス感染症の影
響でマスクをつけて外出をするようになったた
めで、COPD だけでなく喘息の発作や心不全、脳
卒中も減少したことが世界中で確認されている。
新型コロナウイルスの類型分類の変更で、2023
年 5 月からウィズコロナの時代となっているが、
COPD の増悪、心筋梗塞、心不全は今後の統計で
は増えていくと思われる。

　健康日本 21 第 2 次では COPD はあまり認知さ
れていない病名であったが、多くの方が認知度向
上を目標に掲げ、第 3 次ではそれに加えて発症
予防、早期発見・治療介入、重症化予防など、総
合的な対策を講じていくことが示されている。そ
して目標としては、日本での COPD 死亡率を減
少させるという非常にハードルの高い目標が掲げ
られている。現在の COPD の死亡率は人口 10 万
人あたり 13.3 だが、これを 2032 年までに 10.0
まで下げるという目標が掲げられている（図 8）。

　このような状況の中で、厚労省、日本呼吸器

図 5 図 6
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学会が健康日本 21 第 3 次に向けて、「木洩れ陽
2032」というテーマでプロジェクトを立ち上げ
ている。「木洩れ陽 2032」は、〈ステップ 1〉と〈ス
テップ 2〉の 2 つで構成されている。

〈ステップ 1〉COPD 早期受診の促進（患者）
　まず、疾患啓発そして受診勧奨、健康診断の促
進である。特定健診や健診は血液検査、尿検査、
レントゲンはあるが、呼吸機能検査はほとんど
入っていないので、今後議論や話題に上ってくる
かもしれない。
　私たち医師が患者さんに COPD という病気を
伝えるべきことを 2 つだけ提案させていただき
たい。1 つ目は、COPD は健康寿命を短縮させる
重要な原因疾患だということ。COPD は身体活動
性が低下する病気である。活動性が低下すること
により、筋力の低下の原因になる。そうすると歩
行速度が落ちていく。近年では認知機能障害が身
体活動性機能の低下が原因によって引き起こされ
ることも明らかになっており、最近では Motoric 

cognitive risk（MCR）と呼ばれている。2 つ目
は、他の生活習慣病と合併率が高いということ

（図 9）。共通のリスク因子である肺がんは高いが、
５% 程度である。一方、フレイル／プレフレイル
に関しては 80%、心・血管疾患は 50%、代謝性
疾患も 20% と、 COPD という疾患は肺に持続性
の慢性の炎症が増悪していくが、全身性炎症も同
時に有しているので、さまざまな心・血管疾患、
糖尿病などの生活習慣病と高い確率で合併する。
　COPD、高血圧、糖尿病、脂質異常症という４
つの生活習慣病の推定患者数と受領患者数は図 10
のとおりである。高血圧の推定患者数は 1,500
万人で受領患者数は 993 万人なので、受療率は
63.5% と非常に高いことがわかる。一方、COPD
の推定患者数は 530 万人に対し、受療患者数は
22 万人で、受療率は 4.2% である。いかに COPD
という病気が日本において診断がされておらず、
治療介入も生活指導も十分されていないかがわか
る。

図 7 図 8

図 9 図 10
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　COPD を早期発見するために受診勧奨されるよ
うな健康状態は下記のとおりである。
・喫煙歴がある40歳以上の成人。性別は関係ない。
・徐々に進行する息切れや咳・痰などの呼吸器症

状がある。
・生活習慣病、特に高血圧や心疾患を合併してい

る。

　COPD-PS というスクリーニングの質問票があ
る（図 11）。1. 息切れ、2. 咳、3. 過去 1 年に息
苦しいため、活動が何か影響を受けたか、4. 喫
煙歴、5. 年齢、という 5 つの、誰でも答えられ
る非常に簡単な内容の質問で、合計点が４点以上
の場合、COPD の可能性が高く、受診勧奨をする
というものである。これは日本ではまだまだ一般
の医療機関で十分に使われていない。専門的な医
療機関でも使われる施設はまだまだ少ないが、海
外では、患者さんが使っている。海外と日本では
COPD を見つけ出す入口が違っており、日本はか
なり遅れている。今後、COPD-PS 質問票のよう
なものを、いかに一般市民・県民に使っていただ
けるような状況を作り上げるかということも大変
重要かと考えている。

〈ステップ 2〉診断率の向上と適切な治療介入（医師）
　当然のことながら適切な治療介入には禁煙が重
要である。また喘息、肺がん、心疾患などの合併
症と併存疾患も非常に多く、年齢が高い患者さん
もいるから、COPD だけでなく全身的な評価と治
療が必要である。禁煙だけでなく、運動や栄養な

どの生活習慣の改善もここに含まれている。
　禁煙は肺機能の低下を止めるという有名なデー
タがある（図 12）。たばこを吸い続けた患者さん
は、年々呼吸機能が落ちていくが、早くに禁煙に
成功した患者さんは、大きく呼吸機能が改善する。
禁煙に取り組む年齢が遅れてくるにしたがって、
その禁煙による呼吸器改善量も低下してしまう。
COPD の診断もしくは疑いがある患者さんには、
ぜひとも禁煙を推奨していただきたい。
　肺構造の破壊を治せるような薬はない。しかし、
気管支の炎症性の狭窄や、喀痰の過分泌を抑える
治療薬は進歩しており、有効である。症状があっ
た患者さんには治療をしっかりと勧めていただき
たい。
　高血圧の患者さんは降圧剤を使うと血圧が下が
るが、動脈硬化は治らない。COPD の患者さんも
狭い気管支を、拡張薬を使って広げて症状は楽に
なるが、当然肺気腫が修復されるわけではない。
　実際 COPD の救急受診、いわゆる増悪はかな
り減っている。この 20 年間で 4 分の 1 程度下
がっている。昔は大体１年で同じ患者さんが２回
増悪していたが、最近では 2 年に 1 回程度の増
悪まで減ってきている。その背景として禁煙の推
進や喫煙率の低下がバックグラウンドにあるが、
2004 年に発売された長時間作用性の吸入型の気
管支拡張薬、そして 2013 年以降の配合剤の登場
が非常に大きなインパクトを与えた。

　心・血管疾患と COPD の合併率は非常に高い。
COPD 患者の 2 人に 1 人が心疾患に該当してい

図 11 図 12
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る。一方、心疾患を有する患者の 3 人に 1 人が
COPD を合併している。

　最近の 4 つのデータを示す。
　最初の 2 つは循環器内科、後の 2 つが呼吸器
内科のデータである。これまで循環器・呼吸器は
別々の領域ということで、そこにオーバーラップ
するような、いろいろな病気に関するさまざまな
研究や実態調査が行われてこなかった。
①循環器疾患を持っている患者さんの中で、不整
脈、心筋梗塞、うっ血性心不全による死亡リスク
は COPD 合併患者が優位に高い、特にうっ血性
心不全による死亡リスクに関しては COPD が存
在するだけで４倍も高くなることが報告されてい
る（図 13）。
②高血圧の患者さんは、降圧剤を服薬していても、
COPD 合併があれば、心血管イベントのリスクが
有意に高いことが報告されている（図 14）。
③ COPD 増悪で入院した患者さんは、心血管イ
ベントの発症リスクが 9.9 倍であることが報告さ
れており（図 15）、高いリスク状態が半年程度続
くことが、日本人のデータでも確認されている。
④息切れ、咳痰の症状を有している COPD の患者
さんに対して、COPD に対する吸入療法と禁煙や、
ACE 阻害薬、スタチン、メトホルミンなど心血
管系の介入と死亡リスクを比較すると（図 16）、
COPD の治療薬吸入薬は、禁煙や、心血管の介入
治療という同等、もしくはより有用性が高いと報
告されており、予後を改善するために COPD を
有している患者さんは高血圧や糖尿病でかかって

いても、COPD についてしっかり介入する必要が
ある。

まとめ
　山口県・山口県医師会の喫煙防止教育について
の取組みと COPD を早期発見して治療すること
の重要性、さらに、厚労省と日本呼吸器学会が動
き出して、2024 年 4 月から始まる健康日本 21
第 3 次では、日本での COPD 死亡率減少という
新たな目標が掲げられ、「木洩れ陽 2032」とい
うプロジェクトを立ち上げたことについてお話を
させていただいた。
　COPD という疾患は日常生活行動における息切
れ、そして息切れを避けるために生活行動を患者
さん自らが制限してしまい、座りがちな生活だと
かさまざまなことに無関心になって心や認知の虚
弱が発生する。また、筋力や運動能力が低下し、
社会活動性が喪失して閉じこもりがちになり、身
体や社会性の虚弱が進んでいく。最終的に心臓病
などの全身の合併症の増加だけではなく、死亡率
の上昇、健康寿命の短縮だけでなく、生命予後に
影響を与えてしまう。こういった疾患なので早期
に発見して治療することが重要である。

　木洩れ陽 2032 の早期発見・早期治療は〈ステッ
プ 1〉早期受診の促進〈ステップ 2〉診断率の向
上と適切な治療介入によって、得られる死亡率減
少のプロセスのイメージ図を示す（図 17）。もし
これが診断されなければ、推定より多くの COPD
の方が、治療介入されず、図のような経過や予後
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を送ることになる。つまり健康寿命が短縮するよ
うな杖歩行や車いすの制限など、フレイルの期間
や要介護を経ながら早く死亡してしまうというこ
とである。
　山口県の COPD 死亡率（人口 10 万人対）を
見ると（図 18）、2021 年の都道府県別データ
で、18.4 とずっと下位にある。全国が 13.3 で
あり、これを 10.0 にしようというのが健康日本
21 第 3 次の国の目標であるが、山口県は 18.4
から 10.0 に落としていかなければならないの
で、80% 程度減らさなければならない。なお、
急性心筋梗塞の死亡率は 22.8、間質性肺疾患は
20.3、大動脈瘤解離は 18.8、高血圧性疾患は
13.2 であり、COPD の死亡率 18.4 がいかに高い
かを理解いただきたい。

　職場の喫煙防止教育のみならず、COPD の発症
予防、早期発見、早期介入の重要性について、具
体的で、わかりやすく講演いただいた。日常の診
療において、これからも積極的に実践していきた
いと思う。COPD-PS というスクリーニングの質
問票の活用・普及のためには、呼吸器内科専門医
と専門外の内科かかりつけ医とのネットワークの
構築も一つの課題と思われた。県民の健康寿命の
延伸のために医療機関のみならず、医師会、行政、
民間企業一体となって「木洩れ陽 2032」の成功
を目指したい。個人的には医療人の喫煙率ゼロを
目指していただきたい。
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